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（仮称）鈴鹿亀山道路における概略計画案の選定及び対応方針の決定に 

関する意見について 

 

概略計画案については、ルート１市街地北部ルートを選定することを妥当と

判断する。 

 

今後の事業実施にあたっての対応方針については、妥当と判断する。 

 

今後、特に下記について、十分検討していただきたい。 

 

 

 

記 

 

 

１．計画ルートの詳細な検討にあたり、動物、植物等及び重要な史跡等への配慮を十

分に行うこと。 

 

２．計画策定段階、事業実施段階及び維持管理段階において、県民等に対する充分

な情報提供、意見集約及び意見の反映といったコミュニケーション活動の継続に努

めること。 


